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 審議事項１ 

広報・県民運動専門委員会で主に審議等を行う事項（案） 

 

 

 

１．  広報の基本的事項に関すること 

・広報基本方針（2024 年：開催７年前） 

・広報基本計画（2024 年：開催７年前） 

・愛称・スローガンの制作（2024～2025 年：開催７～６年前） 

・マスコットキャラクターの制作（2024～2025 年：開催７～６年前） 

 

 

 

２．県民運動の基本的事項に関すること 

・県民運動基本方針（2026 年：開催５年前） 

・県民運動基本計画（2026 年：開催５年前） 

・アクションプログラムの策定（2027 年：開催４年前） 

・ボランティアの募集・養成（2027～2028 年：開催４～３年前） 

 

 

 

３．その他広報及び県民運動に係る重要な事項に関すること 

 

 

 

 ※（   ）は審議予定期間 

 



年 度 広報に関すること 県民運動に関すること

2024年
令和６年 7年前

2025年
令和７年 6年前

2026年
令和８年 5年前

2027年
令和９年 4年前

2028年
令和10年 3年前

2029年
令和11年 2年前

2030年
令和12年 1年前

2031年
令和13年
（開催年）

第85回国民スポーツ大会・第30回全国障害者スポーツ大会

開催内定イベント

広報基本方針

県民運動基本方針

アクションプログラム

広報基本計画

県民運動基本計画

ボランティアの
募集・養成

開催決定イベント

開催１年前イベント

広報・県民運動専門委員会の主な審議スケジュール（案）

基
本
計
画
に
基
づ
き
広
報
活
動
を
実
施

基
本
計
画
に
基
づ
き
県
民
運
動
を
実
施

国スポ正式競技 リハーサル大会（プレ大会）

全スポ リハーサル大会（プレ大会）

愛称・スローガン
マスコットキャラクター



 

 
 

審議事項２ 

第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会 

広報基本方針（案） 

 

第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」

という。）の広報活動については、大会開催基本方針に基づき、大会の開催意義

を広く県民に周知し、その理解を深めることにより、開催に向けた機運の醸成

を図るため、次の方針により実施する。 

 

【方針１】 
社会の変化に応じて新しい価値を生み出す奈良県の大会をアピール

します。 

 
【方針２】 

あらゆる人が「する」「観る」「支える」のあらゆる形で大会に参加で

きることを広く知らせます。 

 
【方針３】 

スポーツの楽しさや喜びを共に分かち合い、大会の感動を共有する

大会広報を重視します。 



 

 

 

第 85回国民スポーツ大会・第 30回全国障害者スポーツ大会 

開催基本方針 

 

１．基本方針 

第 85回国民スポーツ大会及び第 30回全国障害者スポーツ大会は、大会開催を契機

として、競技スポーツや地域スポーツの推進を図るとともに、県民の健康増進や生き

がいづくりに取り組みます。 

その中で、子どもから高齢者まで、障害の有無にかかわらず、全ての県民がスポー

ツを通して夢や希望を得られるように、大会を一過性のイベントに終わらせず、大会

開催を契機とした、さらなるスポーツの振興と環境の充実に取り組みます。 

これらの取り組みを通じて、「だれもが、いつでも、どこでも」スポーツに親しめる

環境を整備し、「活き活きと安心して健やかに暮らせる健康長寿の奈良県」の実現を目

指します。 

また、世界に誇る多くの歴史文化遺産や四季の美しい自然をはじめとした多彩な魅

力を、県民総出のおもてなしで、全国に向けて発信します。 

このような取組を、大会の成功に向けて、全ての市町村及び競技団体、関係団体・

機関の協力と創意工夫のもと、県内一丸となって進めていきます。 

 

２．実施目標 

（１）スポーツを支える仕組みづくり 

 トップアスリートの指導者だけでなく、地域のスポーツ指導者やボランティアな

ど、スポーツを支える人たちが、スポーツの楽しさや喜びを伝え、選手を導けるよう

に、教育分野やスポーツ医・科学等とも連携・協力し、スポーツを支える仕組みづく

りに取り組みます。 

（２）県民に夢と感動を届ける競技スポーツの推進 

 県民が夢や感動を得ることができる大会になるよう、奈良県で活躍する選手を育

成するとともに、子どもをはじめ多くの県民が、一流のスポーツに触れ、憧れ、自ら

も取り組むことができる競技施設を整備します。 

（３）だれもがスポーツに親しめる地域スポーツの推進 

 障害の有無や年齢などにかかわらず、だれもがいつでも運動・スポーツに親しめる

身近な環境を整備するとともに、スポーツの楽しさや喜びを広め、県民の生涯を通じ

た幅広いスポーツ活動に繋げていきます。 

（４）奈良県の魅力を全国に発信 

 自然や文化など地域の魅力がスポーツと繋がり、さらに新たな魅力を創出できる

よう、県、市町村等が連携・協力し、地域の賑わいづくりに取り組みます。 

令和３（2021）年 11 月 24 日 

第 １ 回 総 会  決 定 



第
8
5
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
3
0
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

開
催
基
本
構
想
（
骨
子
）

第
１
章

開
催
基
本
構
想
の
策
定
の
趣
旨
・
目
的

奈
良
県
が
目
指
す
大
会
の
姿
を
明
ら
か
に
し
、
大
会
準
備
委
員
会
を
構
成
す
る
市
町
村

及
び
県
、
競
技
団
体
、
関
係
団
体
・
機
関
な
ど
様
々
な
主
体
が
連
携
協
力
し
て
大
会
開
催

及
び
開
催
準
備
に
取
り
組
む
指
針
と
し
て
示
す
旨
を
記
述

第
２
章

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

両
大
会
の
目
的
、
歴
史
的
変
遷
、
実
施
競
技
に
つ
い
て
記
述

第
３
章

奈
良
県
の
ス
ポ
ー
ツ
を
取
り
巻
く
現
状
と
大
会
開
催
の
意
義

人
口
減
少
、
少
子
高
齢
化
の
影
響
（
ス
ポ
ー
ツ
人
口
の
減
少
）

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
老
朽
化

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
の
関
心
や
認
知
度
の
低
さ

国
ス
ポ
の
都
道
府
県
持
ち
回
り
開
催
が
３
巡
目
を
控
え
て
見
直
し
気
運
の
高
ま
り

第
１
節

奈
良
県
の
ス
ポ
ー
ツ
を
取
り
巻
く
現
状

（
盛
り
込
む
要
素
）

第
２
節

奈
良
県
に
お
け
る
大
会
開
催
の
意
義

（
盛
り
込
む
要
素
）

○
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
基
盤
強
化

人
口
減
少
に
対
応
し
、
県
と
市
町
村
、
競
技
団
体
な
ど
が
協
力
し
て
ス
ポ
ー
ツ
を

す
る
人
、
見
る
人
、
支
え
る
人
を
育
成

大
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
競
技
役
員
の
養
成
を
進
め
、
競
技
を
支
え
る
人
材
を
確
保

○
ス
ポ
ー
ツ
環
境
の
整
備

老
朽
化
し
た
施
設
の
改
修
や
機
能
向
上
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
推
進

○
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
理
解
と
関
心
の
深
化

・
大
会
参
加
を
通
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
関
心
を
高
め
る
。

障
害
の
有
無
や
年
齢
な
ど
に
関
係
な
く
、
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
や
喜
び
を
感
じ
る

こ
と
で
、
共
生
社
会
の
実
現
に
貢
献

○
地
域
の
活
性
化

大
会
や
関
連
イ
ベ
ン
ト
に
よ
る
地
域
の
交
流
と
に
ぎ
わ
い
、
新
た
な
活
力
の
創
出

関
係
者
が
連
携
し
、
協
力
し
て
大
会
を
成
功
に
導
き
、
地
域
社
会
の
成
長
に
寄
与

◆
全
体
を
５
つ
の
章
立
て
で
構
成

第
４
章

開
催
基
本
方
針

第
１
回
総
会
（
令
和
３
年
１
１
月
２
４
日
）
に
決
定
し
た
基
本
方
針
と
実
施
目
標
を
記
述

第
５
章

奈
良
県
が
目
指
す
大
会
の
姿
と
具
体
的
な
取
り
組
み

第
３
章
で
記
し
た
、
本
県
で
大
会
を
開
催
す
る
意
義
を
踏
ま
え
、
第
４
章
の
開
催
基
本

方
針
に
基
づ
き
、
次
の
２
つ
の
大
き
な
柱
に
よ
り
様
々
な
取
り
組
み
を
進
め
る
。

開
催

基
本
方
針

開
催
基
本
構
想

各
種
方
針
・
基
本
計
画

各
種
取
り
組
み

会
場
地
選
定
、
競
技
施
設
、
広
報
、

競
技
運
営
、
式
典
、
宿
泊
、
輸
送
等

具 体 化

１
基
本
方
針
（
抜
粋
）

大
会
開
催
を
契
機
と
し
て
、
競
技
ス
ポ
ー
ツ
や
地

域
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
県
民
の
健

康
増
進
や
生
き
が
い
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
「
だ
れ
も
が
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
」
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
め
る
環

境
を
整
備
し
、
「
活
き
活
き
と
安
心
し
て
健
や
か
に

暮
ら
せ
る
長
寿
社
会
の
奈
良
県
」
の
実
現
を
目
指
し

ま
す
。

２
実
施
目
標
（
抜
粋
）

（
１
）
ス
ポ
ー
ツ
を
支
え
る
仕
組
み
づ
く
り

（
２
）
県
民
に
夢
と
感
動
を
届
け
る
競
技
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

（
３
）
だ
れ
も
が
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
め
る
地
域
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

（
４
）
奈
良
県
の
魅
力
を
全
国
に
発
信

第
8
5
回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
3
0
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

奈
良
県
準
備
委
員
会
総
務
企
画
専
門
委
員
会
案

（
令
和
６
年
1
0
月
2
9
日
付
け
準
備
委
員
会
委
員
あ
て
提
案
募
集
資
料
）

ス
ポ
ー
ツ
で
つ
な
が
る

ス
ポ
ー
ツ
を
中
心
に
人
々
が

つ
な
が
る

２

大
会
の
未
来
を
つ
く
る

社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、
持
続

可
能
な
大
会
の
ス
タ
イ
ル
を
つ

く
る

１

◆
開
催
基
本
方
針
の
実
施
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
主
な
取
り
組
み
を
第
５
章
に
記
述

（
大
会
の
姿
）

（
取
り
組
み
項
目
）

連
携
・
協
働
で
つ
く
る
大
会

コ
ン
パ
ク
ト
な
、
新
た
な
大
会

環
境
に
配
慮
し
た
大
会
運
営

多
様
性
を
尊
重
す
る
大
会

｢
す
る
｣
｢
見
る
｣
｢
支
え
る
｣
で
大
会
を
身
近
に

ス
ポ
ー
ツ
を
支
え
る
人
材
を
そ
だ
て
る

大
会
が
も
た
ら
す
地
域
の
に
ぎ
わ
い



開
催
基
本
方
針

実
施
目
標

｢す
る
｣｢
見
る
｣｢
支
え
る
｣で

大
会
を
身
近
に

連
携
・
協
働
で
つ
く
る
大
会

構
想
の
柱

取
り
組
み
項
目

ス
ポ
ー
ツ
を
支
え
る
人
材
を

そ
だ
て
る

コ
ン
パ
ク
ト
な
、
新
た
な
大
会

環
境
に
配
慮
し
た
大
会
運
営

大
会
が
も
た
ら
す
地
域
の

に
ぎ
わ
い

多
様
性
を
尊
重
す
る
大
会

◆
開
催
基
方
針
の
実
施
目
標
と
構
想
の
柱
と
の
関
係

/
基
本
構
想
の
体
系
案

ス ポ ー ツ を 支 え る

仕 組 み づ く り

県 民 に 夢 と 感 動 を 届 け る

競 技 ス ポ ー ツ の 推 進

だ れ も が ス ポ ー ツ に 親 し め る

地 域 ス ポ ー ツ の 推 進

奈 良 県 の 魅 力 を

全 国 に 発 信（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

大
会
の
未
来
を
つ
く
る

社
会
の
変
化
に
応
じ
て
、

持
続
可
能
な
大
会
の
ス
タ

イ
ル
を
つ
く
る

１ ス
ポ
ー
ツ
で
つ
な
が
る

ス
ポ
ー
ツ
を
中
心
に
人
々
が

つ
な
が
る

２

各
地
で
実
施
さ
れ
た
競
技
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
定
着
す
る
こ
と
に
よ
り
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
に
つ

な
げ
ま
す
。

奈
良
県
の
プ
ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
と
連
携
し
て
大
会
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
で
、
地
域
と
チ
ー
ム
と
の
一
体

感
を
は
ぐ
く
み
ま
す
。

大
会
に
訪
れ
る
人
々
に
対
し
奈
良
県
の
魅
力
を
発
信
し
、
大
会
後
の
再
訪
に
つ
な
げ
る
こ
と
で
地
域
経
済

を
活
性
化
し
ま
す
。

多
様
な
主
体
と
連
携
し
た
次
世
代
ア
ス
リ
ー
ト
の
発
掘
や
育
成
、
強
化
支
援
を
推
進
し
ま
す
。

指
導
者
や
競
技
役
員
等
の
競
技
を
支
え
る
人
材
の
確
保
と
養
成
を
促
進
し
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
や
喜
び
、
実
施
競
技
の
魅
力
を
多
く
の
人
に
伝
え
る
こ
と
で
、
大
会
へ
の
関
心
と
競
技

へ
の
理
解
を
深
め
、
大
会
で
の
応
援
に
つ
な
げ
ま
す
。

大
会
の
開
･
閉
会
式
や
各
競
技
会
の
運
営
を
支
え
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
･
養
成
を
行
い
ま
す
。

障
が
い
の
有
無
や
年
齢
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず
、
気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
で
き
る
機
会
を
つ
く
り
ま
す
。

す
べ
て
の
市
町
村
及
び
県
、
競
技
団
体
、
関
係
団
体
・
機
関
な
ど
の
様
々
な
主
体
が
連
携
協
力
し
て
大
会
に

関
わ
り
、
大
会
の
成
功
に
貢
献
し
ま
す
。

県
内
の
既
存
施
設
の
活
用
や
仮
設
で
の
対
応
が
難
し
い
競
技
に
つ
い
て
は
、
県
外
施
設
で
の
競
技
開
催
に
向

け
て
他
府
県
と
連
携
を
図
り
ま
す
。

広
域
で
の
競
技
役
員
等
の
派
遣
応
援
に
よ
り
、
技
術
と
知
識
の
質
を
維
持
し
た
競
技
運
営
を
行
い
ま
す
。

開
・
閉
会
式
の
全
体
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
で
参
加
選
手
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
配
慮
す
る
等
、
新
し
い
大

会
運
営
の
方
法
を
模
索
し
、
全
体
の
質
を
維
持
し
つ
つ
満
足
度
の
高
い
大
会
を
目
指
し
ま
す
。

既
存
の
施
設
を
最
大
限
活
用
し
、
整
備
・
改
修
が
必
要
な
場
合
で
も
将
来
に
わ
た
っ
て
施
設
が
果
た
す
役
割

と
財
政
負
担
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
施
設
整
備
を
推
進
し
ま
す
。

2
0
5
0
年
に
二
酸
化
炭
素
排
出
量
の
実
質
ゼ
ロ
を
目
指
す
「
2
0
5
0
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
」
の
取
り
組
み

を
踏
ま
え
、
資
源
を
無
駄
に
し
な
い
物
品
調
達
や
「
３
Ｒ
」
（
リ
デ
ュ
ー
ス
・
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク
ル
）

の
取
り
組
み
等
を
推
進
し
、
環
境
へ
の
負
荷
を
最
小
限
に
抑
え
た
大
会
運
営
を
行
い
ま
す
。

国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
共
通
の
方
針
や
計
画
等
を
策
定
す
る
な
ど
、
国
ス
ポ
・
全
ス
ポ
両
大
会
の
開
催
準
備
や

運
営
を
一
体
的
に
進
め
ま
す
。

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
の
視
点
に
立
っ
た
大
会
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

全
ス
ポ
大
会
を
契
機
に
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
理
解
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
障
害
の
あ
る
人
が
ス
ポ
ー
ツ

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

具
体
的
な
取
り
組
み
例

◆
本
骨
子
を
大
会
準
備
委
員
会
委
員
に
提
示
し
、
具
体
的
な
取
り
組
み
を
肉
付
け



 審議事項３ 

第 85回国民スポーツ大会・第 30回全国障害者スポーツ大会 

広報基本計画（案） 

 

第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」

という。）に向けて、大会広報基本方針に基づき、次の広報活動を実施する。 

 

１．愛称・スローガン、マスコットキャラクターによる広報 

  ･･･大会の認知度や親しみやすさを高める。 

（１）愛称・スローガンの活用 

（２）マスコットキャラクターの活用 

 

２．多様なメディアによる広報 

･･･ＳＮＳを含む多様なメディアで迅速かつ効果的な広報を展開する。 

（１）ホームページ、ＳＮＳ等の活用 

（２）プレスリリースを用いたパブリシティの展開 

（３）新聞、ラジオ、テレビ等の活用による広告・宣伝 

 

３．各種広報物による広報 

  ･･･広報物を活用し必要な情報を広く伝える。 

（１）広報グッズ、大会ガイドブック等の作成 

（２）県・市町村、関係機関・団体等刊行物（広報誌等）の活用 

 

４．イベントによる広報 

  ･･･大会開催までの節目イベントで大会のアピールと盛り上げを行う。 

（１）開催内定イベント、開催決定イベント、開催１年前イベント等の開催 

（２）各種イベントと連携したＰＲ活動 

 

５．参加章等の作成 

  ･･･大会参加を記念する参加章等で参加者の満足度を高める。 

（１）参加章、記念章の作成 

（２）記念グッズ等の作成 

 

６．大会記録集等の制作 

  ･･･大会を映像等に記録する。 

（１）大会記録集の制作 

（２）大会記録映像の制作 

 

７．その他 

その他、大会広報基本方針に基づく必要な広報を実施 



 審議事項４ 

第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会 

愛称・スローガンについて（案） 

 

 

１．制定の方針 

  第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会を象徴し、広

く県民に愛される愛称及びスローガンを公募し、制定する。 

 

 

２．公募の概要 

（１）募集内容 

① 愛称 

 親しみやすく呼びやすい、奈良県らしさあふれる言葉で表現さ

れた、令和 13（2031）年に開催される国民スポーツ大会・全国

障害者スポーツ大会の名前・呼び名 

 

② スローガン 

 奈良県で開催する大会の趣旨や目的、大会に向けた思いを印象づ

ける言葉・キャッチコピー 

 

（２）募集期間 

令和７年度夏頃（60 日間程度） 

 

 

３．審査及び決定 

 広報・県民運動専門委員会に応募作品を審査する「愛称・スローガン選

定部会」を設置（令和７年度夏頃） 

 

 選定部会の審査を経て、広報・県民運動専門委員会が採用作品を決定、

常任委員会に愛称及びスローガンを報告（令和７年度冬頃） 

 

 

４．愛称・スローガンの活用 

 愛称・スローガンのロゴデザインを作成（令和８年度上半期） 

 作成後、大会周知や機運醸成のため幅広く活用 

 





 審議事項５ 

第 85回国民スポーツ大会・第 30回全国障害者スポーツ大会 

マスコットキャラクターについて（案） 
 
１．マスコットキャラクターの制作方針  

全国的に知名度が高い、奈良県マスコットキャラクター「せんとくん」を起用 

 
２．デザインの制作と決定 

 「国民スポーツ大会」「全国障害者スポーツ大会」を象徴するデザインを

各 1点 

 「国民スポーツ大会」「全国障害者スポーツ大会」「2031」を想起させる

デザインを著作者に依頼 

デザイン条件（案） 

 

 広報・県民運動専門委員会でデザイン案を承認し、常任委員会にマスコ

ットキャラクターを報告（令和７年度夏頃） 

 

３．マスコットキャラクターの活用 

 常任委員会に報告後、大会周知や機運醸成のため幅広く活用 

国民スポーツ大会 全国障害者スポーツ大会 

「2031」と記載されたスポーツユ

ニフォームを着用 

国民スポーツ大会のデザインを踏

襲しつつ、障害者スポーツの要素

を付与 

具体的なデザインイメージ： 

スポーツユニフォームを着用し、

正面に向かって走るデザイン 

具体的なデザインイメージ： 

国民スポーツ大会のデザインと同

様のスポーツユニフォームを着用

し、車椅子を利用するデザイン 

 

せんとくん 

 

 2010年に開催された平城遷都 1300年祭をアピール 

するため、2008年に誕生 

 

 2011年からは、奈良県マスコットキャラクター 

として日本国内外において奈良を PR 

奈せ第 24-58号 



 



 
 

 

第 85回国民スポーツ大会・第 30回全国障害者スポーツ大会 

奈良県準備委員会  

 

第 １ 回広報・県民運動専門委員会 

 

 

参 考 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

令和６年１１月１２日（火）  

奈良県コンベンションセンター ２０６会議室  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

第 85回国民スポーツ大会・第 30回全国障害者スポーツ大会 

奈良県準備委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会奈

良県準備委員会（以下「準備委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 準備委員会は、第 85回国民スポーツ大会及び第 30回全国障害者スポーツ

大会（以下「大会」という。）を奈良県において開催するために必要な準備を行

うことを目的とする。 

（事業） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１）大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること 

（２）大会における実施競技及び会場地市町村の選定に関すること 

（３）大会開催に必要な施設・設備の整備計画に関すること 

（４）大会開催及び準備に係る業務及び経費に関すること 

（５）関係行政機関及び関係機関・団体との連絡調整に関すること 

（６）前各号に掲げるもののほか、大会の開催に必要な準備に関すること 

 

第２章 組織 

（構成） 

第４条 準備委員会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（１）県及び市町村を代表する者 

（２）県及び市町村の議会を代表する者 

（３）関係競技団体、その他関係機関・団体を代表する者 

（４）前各号に掲げる者のほか大会開催の準備に関係のある者 

３ 会長及び委員は、無報酬とする。 

（役員） 

第５条 準備委員会に次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副 会 長 １０名以内 

（３）常任委員 ６０名以内 

（４）監 事 ３名以内 

 

令和３（2021）年 11 月 24 日 

設 立 総 会  決 定 
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（役員の選任） 

第６条 準備委員会の会長は、奈良県知事をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は、総会の承認を得て委員のうちから会長が委嘱する。 

３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 

４ 副会長、常任委員及び監事は、無報酬とする。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらか

じめ会長が指名した副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第 12 条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、準備委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び監事（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときか

ら準備委員会の目的が達成され解散するまでとする。ただし、委員等が就任時

におけるそれぞれの所属機関又は団体等の役職を離れた場合は、その委員等は

辞任したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて

補充することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会におい

て報告する。 

（顧問及び参与） 

第９条 準備委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、準備委員会の業務のうち重要な事項に参与する。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。この場合において、

これらの規定中「委員及び監事」とあるのは、「顧問及び参与」と読み替えるも

のとする。 

６ 顧問及び参与は、無報酬とする。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第 10 条 準備委員会に、次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）常任委員会 

（３）専門委員会 
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２ 準備委員会に特別委員会を置くことができる。 

（総会） 

第 11 条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）大会の開催の基本方針に関すること 

（２）会則の制定及び改廃に関すること 

（３）事業計画及び事業報告に関すること 

（４）予算及び決算に関すること 

（５）常任委員会に委任する事項に関すること 

（６）特別委員会の設置に関すること 

（７）その他重要な事項に関すること 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

７ 総会に出席することができない委員は、代理人によって議決権を行使し、ま

たは書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席

したものとみなす。 

８ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

（常任委員会） 

第 12 条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は、必要に応じ委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、

あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議、決定し、その結果を必要に応

じて次の総会に報告する。 

（１）総会から委任された事項に関すること 

（２）専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること 

（３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること 

（４）その他委員長が必要と認める事項に関すること 

８ 前条第５項及び第６項の規定は常任委員会について準用する。 

９ 第８条の規定は、常任委員の任期等について準用する。 
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（専門委員会） 

第 13 条 専門委員会は、会長が委嘱する専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調査・審議

し、その結果を常任委員会に報告する。 

３ 前２項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に

諮り、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

（特別委員会） 

第 14条 特別委員会は、第２条に規定する目的を達成するため、特定の事項につ

いて調査し、審議を行う。 

 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第 15条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するい

とまがないとき、又は、総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、

これを専決処分することができる。 

２ 前項の規定により専決処分したときは、会長はこれを次の総会等に報告し、

承認を求めなければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第 16 条 準備委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 財務 

（経費） 

第 17 条 準備委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第 18 条 準備委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の

監査を経て総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第 19 条 準備委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日まで

とする。 

２ 準備委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 
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第７章 補則 

（委任） 

第 20 条 この会則に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

（解散） 

第 21 条 準備委員会は、第２条に規定する目的が達成されたとき、総会の議決を

経て解散するものとする。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

附則 

この会則は、準備委員会設立の日（令和３年 11月 24日）から施行する。 
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第85回国民スポーツ大会・第30回全国障害者スポーツ大会奈良県準備委員会 委員構成
（令和６年８月７日現在）

行政（６４名）

○奈良県副知事(3)
奈良県各部局長(15)、東京事務所長・水道局長
奈良県警察本部長

○奈良県市長会会長
○奈良県町村会会長
各市町村長(37※会長別掲)
国土交通省近畿運輸局奈良運輸支局長
国土交通省近畿地方整備局奈良国道事務所長
自衛隊奈良地方協力本部長

教育（２５名）

〇奈良県教育委員会教育長
奈良県都市教育長協議会会長
奈良県町村教育長会会長
奈良県高等学校長協会会長
奈良県中学校長会会長
奈良県小学校長会会長
奈良県特別支援学校長会会長
奈良県私立中学高等学校連合会会長
奈良県専修学校各種学校連合会会長
奈良県国公立幼稚園・こども園長会会長
奈良県私立幼稚園連合会会長
国立大学学長（3、教育大・女子大・先端大）
県立大学学長（2、県立大・県立医大）
県内私立大学学長（９）
畿央大・帝塚山大・天理大・奈良大・奈良学園大・近畿大・
奈良芸術短大・奈良佐保短大・白鳳短大

議会（１０名）

〇奈良県議会議長
奈良県議会副議長
奈良県議会常任委員会委員長（5）
（総務警察・厚生・経済労働・建設・文教くらし）
奈良県議会少子化対策・女性の活躍促進・スポーツ振興対策
特別委員会委員長
奈良県市議会議長会会長
奈良県町村議会議長会会長

スポーツ（６４名）

〇（公財）奈良県スポーツ協会会長
〇奈良県障害者スポーツ協会会長
（公財）奈良県スポーツ協会副会長（4）
奈良県レクリエーション協会会長
奈良県スポーツ推進委員協議会会長
奈良県スポーツ推進審議会会長
奈良県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長
奈良県高等学校体育連盟会会長
奈良県中学校体育連盟会会長
奈良県小学校体育研究会会長
（一財）奈良県高等学校野球連盟会会長
奈良県スポーツ少年団本部長
各競技団体の長（41）
各生涯スポーツ競技団体の長（8）

経済・産業（１１名）

奈良県商工会議所連合会会長
奈良県商工会連合会会長
奈良県中小企業団体中央会会長
（一社）奈良経済産業協会会長
奈良経済同友会代表幹事
（一社）奈良県銀行協会会長
奈良県信用金庫協会会長
奈良県農業協同組合中央会代表理事会長
奈良県森林組合連合会会長
奈良県漁業協同組合連合会会長
（一社）奈良県建設業協会会長

運輸・交通（６名）

（公社）奈良県バス協会会長
（一社）奈良県タクシー協会会長
（公社）奈良県トラック協会会長
西日本旅客鉄道㈱常務理事近畿統括本部大阪支社長
近畿日本鉄道㈱取締役常務執行役員鉄道本部大阪統括部長
西日本高速道路㈱執行役員・関西支社長

宿泊・観光（６名）

（一財）奈良県ビジターズビューロー理事長
（一社）全国旅行業協会奈良県支部長
奈良県旅館・ホテル生活衛生同業組合理事長
（公社）奈良県食品衛生協会会長
（公社）奈良県栄養士会会長
（一社）奈良県調理師連合会会長

医療・福祉（７名）

（一社）奈良県医師会会長
（福）奈良県社会福祉協議会会長
（一社）奈良県歯科医師会会長
（一社）奈良県薬剤師会会長
（一社）奈良県病院協会会長
（公社）奈良県看護協会会長
日本赤十字社奈良県支部長

警備・消防（３名）

（公財）奈良県消防協会会長
（公財）奈良県防犯協会会長
（一財）奈良県交通安全協会会長

社会団体（８名）

（公社）日本青年会議所近畿地区奈良ブロック協議会会長
奈良県地域婦人団体連絡協議会会長
日本ボーイスカウト奈良県連盟長
（一社）ガールスカウト奈良県連盟長
奈良県子ども会連合会会長
（一財）奈良県老人クラブ連合会会長
奈良県公民館連絡協議会会長
奈良県ボランティア連絡協議会会長

顧 問 奈良県選出国会議員（7名） 計 ７名

監 事 奈良県会計管理者、奈良県市長会・奈良県町村会事務局長 計 2名

参 与
奈良県議会議員（34名）、奈良県教育委員会委員（5名）、報道関係各社代表（10名）

計49名

委員 ２０４名

○副会長（９名）／常任委員（５４名）／委員

総数 ２６２名

会 長 奈良県知事
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第８５回国民スポーツ大会・第３０回全国障害者スポーツ大会
奈良県準備委員会組織図（令和６年１１月１２日現在）

総
務
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画
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全
国
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ツ
大
会

委
任 報

告

付 委
託 任 報

告

※今後設置する委員会

総会（年１回）

準備委員会

事務局
奈良県地域創造部
国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会準備室

常任委員会（年２回程度）

専門委員会（必要に応じて開催）

総 会 ・大会開催に係る根幹的事項の審議・決定を行う最高機関
・開催基本方針、会則の制定、事業計画、予算・決算、常任委員会への委任事項等

常任委員会 ・実質的な施策の審議・決定を行う機関（専門委員会の設置及び委任・付託事項の審議決定）
・総会から委任された事項（開催基本計画、会場地・実施予定競技の選定等）の審議決定

専門委員会 ・分野ごとに常任委員会から委任・付託された事項（専門的な施策）を審議・調査
（必要に応じて設置。名称についても変更の場合あり）
総務企画・・・ 総合計画、会場地選定、施設整備方針・施設基準等
競技運営・・・ 大会実施競技、競技役員等の編成・養成、競技運営等
広報・県民運動・・・ 広報基本方針、愛称・スローガン、マスコット等の制定等
宿泊・衛生・・・ 宿泊・配宿、食事・弁当、医療救護対策等
輸送・交通・・・ 全国輸送、総合開会式の輸送、競技会場地等の輸送計画等
式典・・・ 開・閉会式、式典演技、式典音楽の計画等
警備・消防・・・ 開・閉会式、競技会場の警備、大会期間中の消防防災対策等
全国障害者スポーツ大会・・・ 大会の開催準備

募金・企業協賛推進委員会（特別委員会）・・・ 募金・企業協賛の推進に関する事項

※その他
必要に応じて設置

・特別委員会（必要に応じて開催）

募金・企業協賛推進委員会
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第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会 

奈良県準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポーツ大会

奈良県準備委員会会則第 13 条第３項の規定に基づき、専門委員会（以下「委員

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のと

おりとする。 
 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長  １名 

(2) 副委員長 若干名 

２ 委員長及び副委員長は、第 85 回国民スポーツ大会・第 30 回全国障害者スポー

ツ大会奈良県準備委員会の会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職

務を代理する。 
 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

３ 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。 
 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 
 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、当該委

員会の委員長が会長の承認を得て別に定める。 
 

附則 

 この規程は、令和３年１１月２４日から施行する。 

この規程は、令和４年 １月 ６日から施行する。 

この規程は、令和５年 ８月３１日から施行する。 

この規程は、令和６年 ８月 ７日から施行する。 
 

令和６（2024）年 8 月 7 日 

第４回常任委員会 決定 
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別表（第２条関係） 
 

種類 付託事項 委任事項 

総務企画      

１ 総合的な方針・計画の立案に

関すること。 

２ 会場地の選定に関すること。 

３ 総合開・閉会式の選定に関す

ること。 

４ 県及び会場地市町村の業務

分担・経費負担に関すること。 

５ 競技施設等の整備計画に関

すること。 

６ 情報通信施設の整備計画に

関すること。 

７ 他の専門委員会に属さない

重要な事項に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関する

こと。 

２ 競技施設基準に関すること。 

３ 競技施設の整備計画の推進に

関すること。 

４ 情報通信施設の整備計画の推

進に関すること。 

５ 文化プログラムに関するこ

と。 

６ 他の専門委員会に属さない事

項の推進に関すること。 

  

競技運営 

１ 実施競技の選定立案に関す

ること。 

２ 競技の企画運営の計画立案

に関すること。 

３ 競技役員等の養成・編成の計

画策定に関すること。 

４ 競技用具の整備計画立案に

関すること。 

５ デモンストレーションとし

てのスポーツ行事、公開競技の

計画策定に関すること。 

６ その他競技に係る事項の計

画策定に関すること。 

  

１ 競技運営に係る計画の推進に

関すること。 

２ 競技役員等の養成・編成の推

進に関すること。 

３ 競技用具の整備に係る事項の

推進に関すること。 

４ デモンストレーションとして

のスポーツ行事、公開競技の推

進に関すること。 

５ 競技記録集計処理の推進に関

すること。 

６ リハーサル大会の推進に関す

ること。 

７ その他競技に係る事項の推進

に関すること。 

広報・県民

運動 

１ 広報の基本的事項に関する

こと。 

２ 県民運動の基本的事項に関

すること。 

３ その他広報及び県民運動に

係る重要な事項に関すること。 

１ 広報の実施に関すること。 

２ 県民運動の推進に関するこ

と。 

３ 愛称・スローガン、マスコッ

ト等に関すること。 

４ その他広報及び県民運動に係

る事項に関すること。 
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宿泊・衛生 

１ 宿泊の基本的事項に関する

こと。 

２ 医事・衛生の基本的事項に関

すること。 

３ その他宿泊および医事・衛生

に係る重要な事項に関するこ

と。 

１ 宿泊業務に関すること。 

２ 食事等に関すること。 

３ 医療救護及び防疫に関するこ

と。 

４ 食品衛生及び環境衛生に関す

ること。 

５ 馬事衛生に関すること。 

６ その他宿泊及び医事・衛生に

関すること。 

輸送・交通 

１ 輸送及び交通の基本的事項

に関すること。 
２ その他輸送・交通に係る重要

な事項に関すること。 
 

１ 全国輸送に関すること。 
２ 開・閉会式の輸送に関するこ

と。 
３ 競技会場地の輸送に関するこ

と。 
４ その他輸送・交通に関するこ

と。 

 
 ＊ 付託事項：付託された事項を調査、審議すること。 

＊ 委任事項：委任された事項を決議すること。 
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第85回国民スポーツ大会・第30回全国障害者スポーツ大会　開催準備総合計画 (第２次）

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度
10年前（三重） 9年前（栃木） 8年前（鹿児島） 7年前（佐賀） 6年前（滋賀） 5年前（青森） 4年前（宮崎） 3年前（長野） 2年前（群馬） 前年（島根） 開催年度

開催手続

・中央競技団体視察
・県議会開催決議
（開催申請書）

・開催申請書提出 ・日ｽﾎﾟ協・文科省
　総合視察

・中央競技団体視察

市町村

全体

会場地選定

競技施設等

情報通信

文化プログラム

総合案内

行幸啓等

競技運営

競技用具

広報

県民運動

医事・衛生

輸送・交通

式典

警備・消防

募金・協賛

宿泊・衛生

項目
　　　　　　　年度
内容

組　　織
（設置時期等）

総務企画

競技運営

広報・県民
運動

宿泊

実行委員会

に改組

広報・県民運動

専門委員会

総務企画専門委員会

宿泊・衛生専門委員会

輸送・交通専門委員会

式典専門委員会

警備・消防専門委員会

募金・協賛推進委員会

県大会

実施本部

競技運営専門委員会

競技役員等編成・養成

基本方針・基本計画

大会愛称・スローガン、マスコットキャラクター等検討・決定 開催1年前イベント

宿泊準備の推進（総合配宿計画、広域配宿等）

輸送実施計画（全国、総合開閉会式）、競技会輸送計画、駐車場管理、交通規制計画

警備・消防防災基本方針・基本計画 会場地・開閉会式警備・消防防災業務実施計画

募金企業協賛推進基本方針 募金・企業協賛活動の推進

会場地市町村選定（国スポ正式競技・特別競技・全スポ個人・団体）

県・会場地市町村の業務分担・経費負担

基本方針及び細目

開催基本方針 開催基本構想検討・策定

第
85

回
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
第
30

回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

全スポ専門委員会

準備委員会

・総会

・常任委員会

・専門委員会

会場地市町村選定

基本方針・基準

開催準備総合計画（9年前から概ね隔年で改定）

競技会場地市町村選定（国スポ公開競技）

市町村実施競技検討・決定

（国スポ・デモスポ、全スポオープン）
開閉会式会場検討・決定

競技施設整備

基本方針
競技施設整備基本計画 会場施設整備（競技会場）

情報通信基本方針 情報通信基本計画 情報通信システムの整備、関係機関調整等 会場管理本部

文化プログラム基本方針・実施要領 文化プログラム募集

総合案内基本方針 歓迎・接伴計画の策定、総合案内所等の整備等

行幸啓・御成り計画、警備計画 行幸啓本部

文化プログラム実施

審判員・要資格

運営員養成計画

競技施設基準策定

競技役員等の養成（国スポ・全スポ）

実施競技選択基本方針

競技運営基本方針

公開競技実施基本方針

デモスポ実施基本方針

記録業務基本方針

リハ大会開催基準要項

記録業務基本計画 記録業務運営要領

競技会・リハ大会開催経費調査

記録本部

両大会への参画のあり方検討

会場地選定・施設整備計画検討・準備委員会設置準備
市町村準備委員会（任意設置） 市町村

実行委員会設置

市町村競技会

実施本部

開催決定イベント

県民運動の推進、ボランティアの募集・養成

報道本部

全国報道者会議広報活動の推進・奈良県の魅力発信

県外開催競技

事務所設置

国スポ正式競技県外開催候補地検討・視察及び中央競技団体協議

県外開催競技

運営委員会設置

施設整備補助要綱制定

馬事衛生部会設置

県外開催競技会

開催基本方針

大会決定時に

デモスポ申請

標準献立作成方針

合同配宿本部

医事衛生基本方針 救護本部各種要項（医療救護、防疫、食品衛生、環境衛生、馬事衛生）

輸送本部

式典本部

警備・消防防災本部

医事衛生基本計画

宿泊料金決定 宿泊要項

標準献立普及実施要領 講習会の実施等

馬事衛生対策本部

競技役員等編成

総合・競技別プログラム

開催内々定

（R3.1)
開催内定

開催決定

・会期決定
リハーサル大会 大会開催

総監督者会議

輸送・交通基本方針 輸送・交通基本計画

輸送・交通基礎調査 輸送・交通総合調査

会場地市町村

輸送・交通業務指針
輸送・交通要項→JSPO承認

開閉会式

輸送基本計画

式典基本計画式典基本方針 式典基本構想 式典実施要項式典実施計画

部会設置

（運営、演技、音楽）

宿泊基本方針

宿泊基本計画宿泊基礎調査

競技用具整備基本方針 競技用具整備計画・競技用具整備の推進競技用具整備要項

広報基本方針 広報基本計画

県民運動基本方針 県民運動基本計画

【第2次計画 改訂内容】 （修正項目：赤枠）

・現時点の進捗状況および今後見込みに応じて、スケジュールを修正

・年度ごとの実施事項が明確になるよう、項目の追加や細分化

令和６（2024）年８月７日

第４回常任委員会 決定
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